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山形県告示第492号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者を次のと

おり指定した。

　　平成28年５月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第493号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活保護法の

規定の例によることとされる場合を含む。）の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。

　　平成28年５月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

指定障害児通所支援事業者の

名称及び主たる事務所の所在地
事業所の名称及び所在地

障害児通所支援の

種類
指定年月日

株式会社ライジングサポート

新庄市千門町１番33号

児童デイサービス・アニマートしん

じょう

新庄市城西町３番36号　ツインス

テージＮ棟１階１Ａ号室

児 童 発 達 支 援 平成28. 5. 1
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山形県告示第494号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活保護

法の規定の例によることとされる場合を含む。）の規定により、指定医療機関から次のとおり変更した旨の届出が

あった。

　　平成28年５月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　届出をした指定医療機関の名称及び所在地

　　山形県立こども医療療育センター

　　上山市河崎三丁目７番１号

２　変更の内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第495号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活保護

法の規定の例によることとされる場合を含む。）の規定により、指定医療機関から次のとおり廃止した旨の届出が

あった。

　　平成28年５月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指 定 医 療 機 関 の 名 称 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地 指定年月日

ア イ ン 薬 局　 米 沢 駅 前 店 米沢市駅前二丁目３番18号 平成28. 3. 7

共 栄 堂 薬 局 み ず ほ 店 酒田市みずほ一丁目２番地の27 同　　　4. 1

コ ス モ ス 調 剤 薬 局 南陽市宮内1176番地13 同

指定医療機関の名称

変更年月日

変　　更　　前 変　　更　　後

山形県立総合療育訓練センター 山形県立こども医療療育センター 平成28. 4. 1

指 定 医 療 機 関 の 名 称 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地 廃止年月日

ア イ ン 薬 局　 米 沢 駅 前 店 米沢市駅前二丁目４番13号 平成28. 3. 6

フ レ ン ズ 調 剤 薬 局 下 田 店 新庄市金沢2397 同　　　3.31

有 限 会 社 コ ス モ ス 調 剤 薬 局 南陽市宮内1176番地13 同
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山形県告示第496号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生

活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。）の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　　平成28年５月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第497号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項の規定により生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。）の規定により、指定介護

機関から次のとおり変更した旨の届出があった。

　　平成28年５月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　届出をした指定介護機関の名称及び所在地

　　ヘルパーステーション　さわやか

　　南陽市島貫598番地の３

２　変更の内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第498号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項の規定により生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。）の規定により、指定介護

機関から次のとおり廃止した旨の届出があった。

　　平成28年５月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第499号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第57条の２第３項の規定により、土地改良区の管理規程の変更を次のとお

り認可した。

　　平成28年５月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　土地改良区の名称

指定介護機関の名称
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の所在地 指定年月日

デイサービスセンターすずか

ぜ

通 所 介 護

介護予防通所介護
酒田市東両羽町６番２号 平成28. 2. 1

指定介護機関の所在地

変更年月日

変　　更　　前 変　　更　　後

南陽市宮内1078番地　コーポアスカ101号

室
南陽市島貫598番地の３ 平成26.10.17

指定介護機関の名称
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の所在地 廃止年月日

Ｂ＆Ｇケアマネジメントサー

ビス
居 宅 介 護 支 援 天童市駅西三丁目９番12号 平成28. 3.31
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　　村山市西部土地改良区

２　事務所の所在地

　　村山市大字大久保甲610番地の２

３　変更に係る管理規程の名称

　　村山市西部土地改良区頭首工管理規程

４　管理規程の変更の概要

　　水利使用に関する河川法第23条の許可内容の変更に伴い、かんがい期の計画取水量の条項を変更したもの。

５　認可年月日

　　平成28年４月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第500号

　森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定を解除する

予定である旨の通知があった。

　　平成28年５月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　解除予定保安林の所在場所

　　最上郡最上町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　水源の涵
かん

養

３　保安林解除の理由

　　ダム用地とするため

　（「次の図」は省略し、その図面を農林水産部林業振興課及び最上町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第501号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第１項の規定により、都市計画事業を次のとおり認可した。

　　平成28年５月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　施行者の名称

　　鶴岡市

２　都市計画事業の種類及び名称

　(1) 種　類　　鶴岡都市計画道路事業

　(2) 名　称　　３・４・19号山王町本町線

３　事業地

　(1) 収用の部分　　鶴岡市本町一丁目地内

　(2) 使用の部分　　なし

４　事業施行期間

　　平成28年５月６日から平成33年３月31日まで

 　　　　　　　　　　　　

公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る随意契約の相手方を次のとおり決定した。

　なお、この随意契約に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定（以下「協

定」という。）、2012年３月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正され

た協定その他の国際約束の適用を受ける。

　　平成28年５月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　随意契約に係る物品等の名称及び予定数量

　　電力の供給　契約電力337キロワット、使用電力量636,670キロワットアワー

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地
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　　山形県村山総合支庁保健企画課総務係　山形市十日町一丁目６番６号　電話番号023(627)1241

３　随意契約の相手方を決定した日　平成28年３月18日

４　随意契約の相手方の名称及び所在地

　　株式会社やまがた新電力　山形市松栄一丁目３番８号

５　随意契約に係る契約金額

　　（契約電力に対する単価）

　　（使用電力量に対する単価）

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　随意契約

７　随意契約による理由

　　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第２号該当

　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第11条第１項第

１号該当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

　なお、この落札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定（以下「協定」と

いう。）、2012年３月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定

その他の国際約束の適用を受ける。

　　平成28年５月６日

山形県立産業技術短期大学校長　　横　　　山　　　正　　　明

１　落札に係る特定役務の名称及び数量

　　山形県立産業技術短期大学校電子計算機システム賃貸サービス　一式

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県立産業技術短期大学校総務課　山形市松栄二丁目２番１号　電話番号023(643)8431

３　落札者を決定した日　平成28年３月28日

４　落札者の名称及び所在地

　　株式会社ハイテックシステム　山形市松波一丁目16番７号

５　落札金額　13,117,960円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　一般競争入札

７　山形県物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則（平成７年12月県規則第95号）第３条の公告を行っ

た日　平成28年２月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

　なお、この落札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定（以下「協定」と

いう。）、2012年３月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定

その他の国際約束の適用を受ける。

　　平成28年５月６日

山形県立産業技術短期大学校長　　横　　　山　　　正　　　明

１　落札に係る特定役務の名称及び数量

期 間 基本料金単価（１kwにつき）

平成28年度分 1,614.49円

期 間 電力量料金単価（１kwhにつき）

平成28年度分 夏季 16.51円

その他季 15.34円
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　　山形県立産業技術短期大学校ＣＡＤ・ＣＡＭシステム賃貸サービス　一式

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県立産業技術短期大学校総務課　山形市松栄二丁目２番１号　電話番号023(643)8431

３　落札者を決定した日　平成28年３月28日

４　落札者の名称及び所在地

　　サカタ理化学株式会社　鶴岡市余慶町６番38号

５　落札金額　16,680,060円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　一般競争入札

７　山形県物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則（平成７年12月県規則第95号）第３条の公告を行っ

た日　平成28年２月16日

正　　　　　誤
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